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７．路線変更・ダイヤ改正後の路線及び運賃等の設定 

路線変更・ダイヤ改正後の概要は以下のとおりである。 

■運行形態 

名 称 黄金山地区乗合タクシー 

実 施 主 体 黄金山地区生活交通支援協議会 

（黄金山地区社会福祉協議会、㈲カープタクシー、市都市交通部） 

運 行 事 業 者 (有)カープタクシー 

路 線 変 更 ・ 

ダ イ ヤ 改 正 日 
平成 28年 10月 3日（月） 

運 行 路 線 ・ 

運 行 日 等 

（P.9-10 路線図参照） 

※団地内はフリー乗降 

路 線 本浦コース 旭町コース 

運 行 日 月・水・金曜日 ※祝日を除く 

キ ロ 程 

所 要 時 間 

①1,5便  ：5.2㎞・18分 

②2,3便  ：7.9㎞・28分 

③4,6,7,8便：3.5㎞・13分 

①1,5便  ：4.8㎞・18分 

②2,6便  ：6.4㎞・23分 

③3,4,7,8便：5.1㎞・19分 

停 留 所 20か所 18か所 

運 行 便 数 

（P.11 時刻表参照） 

①本浦コース 8 便/日 

②旭町コース 8 便/日 

運 賃 大人（中学生以上）：250円 

小学生：100円(小学生未満無料) 

使 用 車 両 ジャンボタクシー 乗車定員 10人（運転手含む） 
 
 

 


